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令和４年度財務省予算執行調査の結果を踏まえた多面的機能支払交付金における 

ガイドラインひな型への追記について 

 

 

 令和４年３月 25 日付け財計第 1458 号により多面的機能支払交付金が財務省の予算執行

調査の対象となり、令和４年７月に別添のとおり、調査結果が公表されました。 
 当該調査結果を受け、交付金のより一層の適切な執行を図るため、農林水産省が作成す

るガイドラインのひな型に別添のとおり、「日当の単価設定の考え方」、「注意すべき不

適切な実施例」を新たに追記することとします。 
 追記した内容について、貴局管内の都府県に対しては貴職から、都府県内の推進組織及

び市町村に対しては都府県から、周知するとともに、下記のとおり適切な運用をお願いし

ます。 
 

記 
 
１ 都府県又は市町村等は、「活動の手引き」等の活動組織・広域活動組織を対象とする

ガイドライン等に「日当の単価設定の考え方」、「注意すべき不適切な実施例」を全て

明記した上で、周知すること 
 
２ 活動組織又は広域活動組織は、多面的機能支払交付金の執行において、新たに追記し

た「注意すべき不適切な実施例」が発生しないよう、十分留意すること 
  市町村は実施状況の確認等を通じて、そうした事案が発生していないか、適宜確認す

ること 
  なお、不適切な事案への支出があった場合は、返還となる可能性があることを周知す

ること 
 

以上 
 

                     担当 農地資源課多面的機能支払推進室 
                                          保全指導班 小林、早坂、平山 
                                       代表：03-3502-8111（内 5618） 
                                       直通：03-6744-2447 
                                       FAX ：03-3592-0302 
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支出に当たっての留意点②

○ 日当

・ 日当の単価は、以下に示すとおり、地域で一般的に適用されている類似作業の労務
単価等を参考にするなど、地域の実情を踏まえて決定し、毎年構成員全員に周知して
下さい。

・地域別最低賃金
・地方公共団体単価

⇒都道府県の非常勤職員単価
⇒市町村の非常勤職員単価

・地域別組織単価
⇒営農組合単価
⇒水利組合単価
⇒自治会単価
⇒土地改良区単価
⇒シルバー人材センター単価 等

・農作業単価
⇒市町村農業委員会の農作業標準料金 等

・公共労務単価
⇒公共工事設計労務単価 等



[ 作業委託（外注）等の際に見積徴収を行っていない又は見積徴収先が３者未満 ]
・外注等（機械リース、機械の購入、事務委託、作業（工事）委託）の際に見積徴収を
実施していない。
・外注等の際の見積徴収について、原則として３者以上に実施していない。

※上記に該当する場合、原則として3者以上から見積徴収を行うよう、今後対応を改善
する必要があります。

注意するべき不適切な実施例

[ 財産管理台帳の記載・作成漏れ ]
・更新等を行った施設（水路・農道等）、取得した機械（草刈機等）や器具（パソコン、
プリンター、カメラ等）の財産管理台帳への記載漏れ
・活動において管理すべき財産を取得している場合における財産管理台帳の作成漏れ

※上記に該当する場合、早急に該当する施設等の財産管理台帳への記載等を行うよう、
今後対応を改善する必要があります。

[ 本交付金の活動以外又は活動のみに使途の限定が難しいものへの支出 ]
・本交付金の活動と関係性のない食料品、日用品、物品、日当等へ支出している。
・本交付金の活動以外にも使用している事務用品等へ支出している。
・認定農用地の区域外や河川・道路等管理者が別途存在し管理する土地での活動へ支出
している。
・活動組織設立以前の活動へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。

注意するべき不適切な実施例

[ 領収書等の書類がない支出 ]
・自動販売機での購入等、領収書（レシート）を確認出来ない物へ支出している。
・領収書等が紛失している等により支払いが確認出来ない物へ支出している。
・購入品の内容が領収書等で確認出来ない物へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。

注意するべき不適切な実施例

注意するべき不適切な実施例
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